
（仮称）今ノ山風力発電事業に係る環境影響評価手続について

１ これまでの手続について

【配慮書手続き】

(今ノ山風力発電事業）

平成 29 年３月 23 日 くろしお風力発電株式会社より配慮書収受

平成 29 年５月 24 日 配慮書に対する知事意見提出

【方法書手続き】

（今ノ山風力発電事業）

令和元年 12 月９日 日立サステナブルエナジー株式会社より環境影響評価方法書

（以下、方法書という。）収受

令和元年 12 月 10 日 方法書の縦覧

～令和２年１月 16 日

令和元年 12 月 10 日 意見募集期間

～令和２年１月 31 日

令和２年２月 21 日 高知県庁内へ意見照会

～令和２年３月６日

令和２年２月 25 日 環境影響評価方法書についての意見の概要と事業者の見解収受

令和２年２月 26 日 関係市町へ意見照会

～３月 13 日

令和２年２月 26 日 高知県環境影響評価技術審査会へ諮問

２ 今後の手続きについて

５月中旬 意見を集約、方法書審査の結果の答申

令和２年５月 22 日 知事意見提出締切（意見概要書収受後 90 日以内）
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